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会
　
計

公
開
草
案
の
文
案
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、企
業
結
合
専
門
委

会
　
計

新
規
テ
ー
マ
の
提
言
に
つ
い
て
検

討
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
、基
準
諮
問
会
議

会
　
計

コ
メ
ン
ト
発
出
の
た
め
の
議
論
、

継
続
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

去
る
７
月
16
日
、
公
益
財
団
法
人

財
務
会
計
基
準
機
構
内
に
設
置
さ
れ

て
い
る
基
準
諮
問
会
議
は
、
第
18
回

基
準
諮
問
会
議
を
開
催
し
た
。

検
討
さ
れ
た
主
な
事
項
は
次
の
と

お
り
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

手
続７

月
10
日
の
第
２
６
８
回
企
業

会
計
基
準
委
員
会
で
提
示
さ
れ
た

「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

手
続
に
関
す
る
計
画
の
概
要（
案
）」

（
本
誌
２
０
１
３
年
８
月
１
日
号（
№

１
３
５
４
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

に
つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
説
明
が
な

さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、「
人
的
リ
ソ
ー
ス
に

は
限
り
も
あ
る
。
日
本
基
準
の
開
発

に
支
障
を
来
た
さ
な
い
よ
う
配
慮
し

て
ほ
し
い
」と
の
声
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
最
終
採
択
前
に
公
開
草
案
が

公
表
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に「
す
べ

て
を
ま
と
め
て
公
表
さ
れ
て
も
検
討

で
き
な
い
」と
の
懸
念
も
聞
か
れ
た

が
、
事
務
局
か
ら
は「
ど
の
よ
う
な

形
と
す
る
か
は
未
定
。
た
だ
、
個
別

の
基
準
ご
と
に
公
表
す
る
よ
り
も
、

全
体
感
が
み
え
る
よ
う
あ
る
程
度
の

固
ま
り
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
」と

の
見
解
が
示
さ
れ
た
。

新
規
提
言
テ
ー
マ
の
検
討

今
回
検
討
が
行
わ
れ
た
テ
ー
マ
と
、

そ
れ
ぞ
れ
へ
の
対
応
は
次
の
と
お
り
。

①　
継
続
企
業
の
前
提
が
成
立
し
て

い
な
い
状
況
で
適
用
す
る
会
計
基

準
の
開
発
：
特
別
目
的
の
財
務
諸

表
の
監
査
に
関
す
る
企
業
会
計
審

議
会
の
動
向
を
見
守
り
、
次
回
以

降
検
討
を
行
う

②　
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性

（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
監
査
委
員
会
報
告
66

号
関
連
）：
主
要
な
論
点
の
調
査
を

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
依
頼
し
、
次
回
報
告

を
受
け
る

③　
ポ
イ
ン
ト
引
当
金
：
新
規
テ
ー

マ
と
し
て
提
言
せ
ず
保
留
す
る

④　
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
関

連
す
る
引
当
金
、
早
期
割
増
退
職

金
の
会
計
処
理
：
新
規
テ
ー
マ
と

し
て
提
言
せ
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
調

査
を
依
頼
す
る

⑤　
後
発
事
象
：
現
在
は
検
討
を
中

断
し
て
い
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
審

議
中
の
テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、
次

回
状
況
の
報
告
を
受
け
る

⑥　
完
全
親
会
社
が
完
全
子
会
社
に

無
対
価
会
社
分
割
で
事
業
を
移
転

す
る
場
合
の
会
計
処
理
：
実
務
対

応
専
門
委
員
会
に
新
規
テ
ー
マ
の

評
価
を
依
頼
す
る

⑦　
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基

準
」に
係
る
条
件
付
取
得
対
価
の
取

扱
い
：
実
務
対
応
専
門
委
員
会
に

新
規
テ
ー
マ
の
評
価
を
依
頼
す
る

②
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
移

管
し
実
務
対
応
報
告
と
し
て
改
定
す

る
と
い
う
強
い
要
望
が
あ
る
一
方
、

実
務
に
大
き
な
影
響
を
与
え
得
る
こ

と
か
ら
、
慎
重
な
調
査
・
検
討
を
求

め
る
声
も
あ
る
。

ま
た
、
④
に
つ
い
て
は
、
事
務
局

か
ら
は
新
規
テ
ー
マ
と
し
て
提
言
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、「
優

先
度
は
高
く
な
い
」、「
実
際
に
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
作
成
で
き
る
か
疑
問
」と

の
意
見
が
出
た
こ
と
か
ら
、
今
回
は

提
言
を
見
送
る
。

去
る
７
月
17
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
90
回
企
業
結
合
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
前
回
ま
で
の
議
論
を
踏
ま

え
て
、
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
49

号「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
」

お
よ
び
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
50
号

「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基

準
」の
文
案
に
つい
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準

公
開
草
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
検
討
を
踏

ま
え
て
、
取
得
関
連
費
用
の
会
計
処

理
、
非
支
配
株
主
と
の
取
引（
個
別

財
務
諸
表
上
の
会
計
処
理
）、
注
記

事
項
、
適
用
時
期
等
に
公
開
草
案
か

ら
の
文
案
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
修
正
案

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

〈
取
得
関
連
費
用
の
会
計
処
理
〉

26
項　
取
得
関
連
費
用（
外
部
の
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
等
に
支
払
っ
た
特
定
の
報

酬
・
手
数
料
等
）は
、
発
生
し
た
事

業
年
度
の
費
用
と
し
て
処
理
す
る
。

（
→
な
お
書
き
以
降
は
取
得
関
連
費
用

の
会
計
処
理
を
規
定
し
て
い
る
内

容
で
は
な
い
の
で
、
削
除
）

〈
非
支
配
株
主
と
の
取
引（
個
別
財
務

諸
表
上
の
会
計
処
理
〉

45
項　
非
支
配
株
主
か
ら
追
加
取
得

す
る
子
会
社
株
式
の
取
得
原
価
は
、

追
加
取
得
時
に
お
け
る
当
該
株
式
の

時
価
と
そ
の
対
価
と
な
る
財
の
時
価

の
う
ち
、
よ
り
高
い
信
頼
性
を
も
っ

て
測
定
可
能
な
時
価
で
算
定
す
る
。

（
→
現
行
の
取
扱
い
に
戻
す
）

な
お
、
26
項
の
な
お
書
き
の
削
除

に
関
し
て
は
、
専
門
委
員
か
ら「
な

お
書
き
で
な
く
て
も
い
い
の
で
、
注

書
き
な
ど
、
あ
っ
た
ほ
う
が
親
切
」

と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準

企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
同

様
、
公
開
草
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
検
討
を

踏
ま
え
て
、
資
本
剰
余
金
が
負
の
値

と
な
っ
た
場
合
の
取
扱
い
を
追
加
す

る
等
、
文
案
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
修
正
案

が
挙
げ
ら
れ
る
。

〈
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
及
び
一
部

売
却
等
〉

30
―
２
項　
第
28
項
、
第
29
項
及
び

第
30
項
の
会
計
処
理
の
結
果
、
資

本
剰
余
金
が
負
の
値
と
な
る
場
合
に

は
、
連
結
会
計
年
度
末
に
お
い
て
、

資
本
剰
余
金
を
零
と
し
、
当
該
負
の

値
を
利
益
剰
余
金
か
ら
減
額
す
る
。

（
→
資
本
剰
余
金
が
負
の
値
と
な
っ
た

場
合
の
取
扱
い
を
30
―
２
項
と
し

て
追
加
）

次
回
は
、
７
月
31
日
開
催
予
定
。

去
る
７
月
17
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
59
回
リ
ー
ス
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
も
前
回
の
議
論
に
引
き
続
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
昼
食
に
か
け
る
金

額
が
縮
ん
で
き
て
い
る
。
目
指
す
は

ワ
ン
コ
イ
ン
ラ
ン
チ
。
５
０
０
円
を
ウ

リ
に
看
板
を
出
す
店
も
増
え
て
い
る
。

昼
食
市
場
で
は
、
五
百
円
硬
貨
が
引
っ

張
り
だ
こ
だ
。

五
百
円
硬
貨
が
登
場
し
た
の
は

１
９
８
２
年
。
こ
の
年
の
流
通
量
は

１
億
枚
程
度
だ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
百

円
硬
貨
は
62
億
枚
が
流
通
し
て
い
た
。

そ
の
五
百
円
硬
貨
が
、
昨
年
７
月
以

降
は
安
定
し
て
40
億
枚
以
上
が
流
通

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
百
円
玉
は

１
０
２
億
枚
。
62
倍
も
あ
っ
た
流
通

量
格
差
が
、
い
ま
で
は
約
２・５
倍
に

ま
で
縮
ま
って
き
た
。

首
都
圏
で
働
い
て
い
る
父
親（
子
ど

も
を
持
っ
て
い
る
30
、
40
代
の
男
性
）

が
昼
食
に
か
け
て
い
る
費
用
は
平
均

５
９
１
円
だ（
農
林
中
金
２
０
１
３
年

調
査
）。
７
年
前
の
調
査
で
は
６
０
８

円
だ
っ
た
。
全
国
ベ
ー
ス
に
な
れ
ば
単

価
は
さ
ら
に
下
が
る
。
20
代
か
ら
50

代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
全
国
調
査
で
は

５
１
８
円
が
平
均
に
な
って
い
る（
新
生

銀
行「
２
０
１
３
年
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
お

小
遣
い
調
査
」）。
６
０
０
円
台
な
ら

ば
千
円
札
で
お
釣
り
を
貰
う
構
図
に

な
る
が
、
５
０
０
円
台
に
な
れ
ば
コ
イ

ン
１
つ
に
小
銭
を
追
加
す
る
選
択
も

増
え
る
。
五
百
円
玉
ニ
ー
ズ
が
高
ま

る
条
件
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
で
流
通
し
て
い
る
少
額
貨

幣
量
は
五
百
円
硬
貨
を
除
い
て
減
少
傾

向
に
あ
る
。
10
円
以
下
の
硬
貨
で
は

退
蔵
・
亡
失
比
率
も
高
い
と
考
え
ら

れ
る
。
同
時
に
、
電
子
マ
ネ
ー
の
普

及
が
存
在
の
必
要
性
を
低
下
さ
せ
て

い
る
。
電
子
マ
ネ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
枚

数
は
国
民
１
人
当
た
り
２
枚
に
迫
っ
て

い
る
。
１
枚
当
た
り
残
高
は
８
０
０

円
台
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
定
す

れ
ば
、
少
額
決
済
は
電
子
マ
ネ
ー
を
使

う
傾
向
が
強
ま
って
い
る
と
い
え
る
。

五
百
円
硬
貨
の
立
ち
位
置
は
微
妙

だ
。
そ
の
価
値
そ
の
も
の
は
少
額
だ

と
は
い
え
、
転
が
り
落
ち
れ
ば
み
つ
か

る
ま
で
探
す
の
が
人
情
だ
。
そ
の
く

ら
い
に
は
大
き
な
価
値
を
有
し
て
い

る
。
十
円
玉
や
五
円
玉
と
は
遇
さ
れ

方
が
異
な
る
。
何
し
ろ
、
１
枚
で
１

回
の
食
事
に
あ
り
つ
け
る
価
値
を
有

し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

平
均
単
価
が
５
０
０
円
に
迫
る
水

準
に
ま
で
下
が
っ
て
き
た
昼
食
を
摂
っ

て
い
る
勤
労
者
は
、
好
ん
で
そ
ん
な

選
択
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
夏

の
ボ
ー
ナ
ス
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
」

の
質
問
に
対
し
て
、
６
割
以
上
の
人
は

「
満
足
せ
ず
」と
回
答
し
て
い
る（
日

刊
工
業
新
聞「
職
場
百
景
ア
ン
ケ
ー

ト
」７
月
９
日
付
）。
給
料
に
は
不
満

だ
が
、
同
時
に
８
割
の
国
民
は
１
年

後
の
物
価
が
い
ま
よ
り
も
高
く
な
る

と
予
想
し
て
い
る（
日
本
銀
行「
生
活

意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

２
０
１
３
年
６
月
）。
少
し
で
も
節
約

し
よ
う
と
す
る
意
識
が
高
ま
る
条
件

だ
け
は
整
っ
て
い
る
。
お
昼
は
五
百
円

硬
貨
を
目
指
す
動
き
は
強
く
な
って
い

る
と
い
え
る
。

百
円
玉
以
下
の
少
額
硬
貨
の
流
通

量
は
、
１
９
８
９
年
に
消
費
税
が
導

入
さ
れ
た
の
を
境
に
し
て
急
速
に
増

え
た
。
１
円
玉
の
増
加
は
顕
著
だ
っ

た
。
し
か
し
、
税
率
が
３
％
か
ら
５
％

へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
１
９
９
７
年
に
は

変
化
が
な
か
っ
た
。
端
数
の
発
生
度
合

い
が
減
少
し
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
の
時
期
と
も
に
、
五
百
円
硬

貨
は
増
加
が
続
い
た
。
実
際
に
流
通

し
て
い
る
硬
貨
の
な
か
で
は
特
別
な
地

位
を
占
め
て
き
た
。

そ
の
特
別
な
地
位
は
、
金
融
機
関

が
硬
貨
在
庫
の
圧
縮
に
動
い
た
と
き

に
も
、
小
売
業
で
の
消
費
税
を
含
む

総
額
表
示
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
も

減
少
し
な
か
っ
た
事
実
が
示
し
て
い

る
。
電
子
マ
ネ
ー
が
台
頭
し
て
き
て

も
増
え
続
け
て
い
る
現
実
は
、
デ
フ

レ
時
代
の
指
標
と
な
る
、
小
遣
い
消

費
価
格
表
示
の
中
心
貨
幣
と
し
て
存

在
感
を
増
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

五
百
円
硬
貨
が
減
少
し
始
め
る
と
き

が
、
景
況
の
転
換
点
に
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。　
　
　
　
（
神
保
敏
明
）

40
どう見る？
　　　この数字

｜小遣いデフレの象徴
40億枚　

会
　
計

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
改
訂
Ｅ
Ｄ
に
関
す

る
検
討
、開
始
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、保
険
契
約
専
門
委

き
、
５
月
16
日
公
表
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
お

よ
び
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
改
訂
公
開
草
案

「
リ
ー
ス
」の
質
問
に
対
し
て
、
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
が
コ
メ
ン
ト
を
発
出
す
る
た

め
、
議
論
が
な
さ
れ
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

〈
質
問
６
〉変
動
リ
ー
ス
料

論
点
①
：
借
手
の
リ
ー
ス
負
債
お
よ

び
貸
手
の
リ
ー
ス
債
権
の
測
定
に

ど
の
変
動
リ
ー
ス
料
を
含
め
る
か

論
点
②
：
指
数
ま
た
は
率
に
応
じ
て

決
ま
る
変
動
リ
ー
ス
料
の
見
直
し

を
行
う
か

論
点
③
：
変
動
リ
ー
ス
料
の
見
直
し

の
会
計
処
理
を
ど
う
考
え
る
か

〈
質
問
１
〉リ
ー
ス
の
識
別

論
点
①
：
契
約
に
リ
ー
ス
が
含
ま
れ

る
か
否
か
を
判
定
す
る
た
め
の
提

案
は
適
切
か

論
点
②
：
借
手
に
つ
い
て
の
構
成
部

去
る
７
月
17
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
回
保
険
契
約
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

本
専
門
委
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
６
月

20
日
に
公
表
し
た
改
訂
公
開
草
案

「
保
険
契
約
」に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
レ

タ
ー
の
取
り
ま
と
め
や
、
そ
の
後
の

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
お
け
る
再
審
議
を
フ
ォ

ロ
ー
し
必
要
に
応
じ
て
意
見
発
信
を

行
う
に
あ
た
っ
て
の
検
討
な
ど
を
目

的
と
し
て
い
る
。

今
回
は
、
改
訂
公
開
草
案
の
概
要

に
つ
い
て
事
務
局
か
ら
の
説
明
の

後
、
全
体
的
な
話
も
含
め
審
議
が
行

わ
れ
、専
門
委
員
に
よ
る「
２
０
１
０

年
に
公
表
さ
れ
た
公
開
草
案
へ
の
Ａ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
コ
メ
ン
ト
と
の
整
合
性
は

図
る
の
か
」と
の
質
問
に
は
、「
参
考

分
の
識
別
と
対
価
の
配
分
に
関
す

る
提
案
は
適
切
か

論
点
③
：
貸
手
に
つ
い
て
の
構
成
部

分
の
識
別
と
対
価
の
配
分
に
関
す

る
提
案
は
適
切
か

論
点
④
：
短
期
リ
ー
ス
に
関
す
る
提

案
は
適
切
か

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
特
に
質
問
６

の
論
点
①
に
つ
い
て
は
専
門
委
員
よ

り「
改
訂
公
開
草
案
で
は
、
指
数
ま

た
は
率
に
応
じ
て
決
ま
る
変
動
リ
ー

ス
料
お
よ
び
実
質
的
な
固
定
支
払
で

あ
る
変
動
リ
ー
ス
料
を
借
手
の
リ
ー

ス
負
債
お
よ
び
貸
手
の
リ
ー
ス
債
権

に
含
め
る
と
し
て
い
る
が
、
実
例
を

み
る
と「
実
質
的
な
」と
い
う
文
言
に

疑
問
が
あ
る
」な
ど
の
意
見
が
多
数

聞
か
れ
た
。

次
回
は
、
８
月
１
日
開
催
予
定
。
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監
　
査

監
査
事
務
所
検
査
結
果
事
例
集
、

公
表
─
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ａ
Ｏ
Ｂ

に
は
す
る
が
、
絶
対
に
踏
襲
す
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
」と
の
認
識
が

示
さ
れ
た
。

コ
メ
ン
ト
提
出
ま
で
に
あ
と
４
回
の

専
門
委
員
会
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

次
回
以
降
、
事
務
局
か
ら
示
さ
れ
る

コ
メ
ン
ト
の
基
本
的
な
方
向
性
を
も

と
に
審
議
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

会
　
計

実
務
対
応
報
告
18
号
の
見
直
し
、

検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

に
関
す
る
作
業
部
会
、設
置
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
７
月
24
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
48
回
実
務
対
応
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
２
０
１
３
年
３
月
29
日

に
開
催
さ
れ
た
第
２
６
１
回
企
業
会

計
基
準
委
員
会
で
新
規
テ
ー
マ
と
し

て
提
案
が
な
さ
れ
た「
実
務
対
応
報

告
18
号（
以
下
、「
18
号
」と
い
う
）の

見
直
し
」に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た

（
本
誌
２
０
１
３
年
４
月
20
日
号（
№

１
３
４
５
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

追
加
す
べ
き
項
目
の
検
討

18
号
の
公
表
後
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
や
米

国
会
計
基
準
の
改
正
点
の
な
か
で
、

日
本
基
準
と
の
差
異
が
新
た
に
生
じ

て
い
る
も
の
の
う
ち
、
18
号
に
お
い

て
、「
当
該
修
正
額
に
重
要
性
が
乏
し

い
場
合
を
除
き
、連
結
決
算
手
続
上
、

当
期
純
利
益
が
適
切
に
計
上
さ
れ
る

よ
う
当
該
在
外
子
会
社
の
会
計
処
理

を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と

さ
れ
て
い
る
項
目
に
追
加
す
べ
き
項

目
は
あ
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
た
。

修
正
項
目
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
各
基
準
の
う
ち
、
事
務
局
よ
り

修
正
項
目
と
し
て
は
ど
う
か
と
提
案

さ
れ
た
項
目
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号「
金
融

商
品
」の
次
の
３
つ
の
項
目
で
あ
る
。

・
資
本
性
金
融
商
品
の
Ｏ
Ｃ
Ｉ
オ
プ

シ
ョ
ン
に
関
す
る
ノ
ン
リ
サ
イ
ク

リ
ン
グ
処
理

・
金
融
負
債
の
公
正
価
値
オ
プ
シ
ョ
ン

に
お
け
る
ノ
ン
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ

処
理

・
非
上
場
株
式
の
公
正
価
値
測
定

（
→
非
上
場
株
式
の
公
正
価
値
測
定
に

関
し
て
は
、
修
正
項
目
と
し
て
追

加
し
な
い
案
も
提
案
さ
れ
た
）

な
お
、
今
回
、
事
務
局
よ
り
修
正

項
目
と
し
な
い
こ
と
で
ど
う
か
と
提

案
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

３
号
お
よ
び
Ｉ
Ａ
Ｓ
27
号
の
全
部
の

れ
ん
」に
つ
い
て
は
、「
修
正
項
目
に

加
え
る
べ
き
か
を
よ
り
慎
重
に
考
え

る
べ
き
」と
、
専
門
委
員
よ
り
指
摘

が
相
次
い
だ
。

そ
の
他

今
回
、
修
正
項
目
と
し
て
追
加
す

べ
き
か
否
か
の
検
討
が
な
さ
れ
た
項

目
以
外
で
、
検
討
す
べ
き
項
目
と
考

え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
専
門
委
員

よ
り「
耐
用
年
数
の
確
定
で
き
な
い

無
形
資
産
」な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。次

回
は
、
８
月
６
日
開
催
予
定
。

去
る
７
月
25
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
６
９
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

基
準
諮
問
会
議
か
ら
の
報
告

７
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た
第
18
回

基
準
諮
問
会
議
の
審
議
の
結
果
、
次

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に

調
査
・
検
討
が
依
頼
さ
れ
、
開
始
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

①　
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性

の
会
計
処
理

②　
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
関

連
す
る
会
計
処
理（
リ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
リ
ン
グ
引
当
金
お
よ
び
早
期

割
増
退
職
金
）

な
お
、
①
に
つ
い
て
は
、「
可
能
な

限
り
速
や
か
に
調
査
を
行
う
こ
と
を

期
待
す
る
」と
さ
れ
、
主
な
調
査
内

容
が
次
の
と
お
り
提
示
さ
れ
て
い

る
。

・
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
会
計
基
準
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ

Ａ
の
監
査
に
関
す
る
実
務
指
針
の

役
割
分
担

・
現
状
の
取
扱
い
を
変
更
し
た
場
合
に

生
じ
る
影
響

・
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性
に
関

す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
あ
り
方

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
と
の
関
係

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

に
関
す
る
作
業
部
会
の
設
置

今
後
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス

メ
ン
ト
手
続
を
進
め
て
い
く
う
え

で
、
詳
細
な
検
討
を
行
う
た
め
に
、

「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

に
関
す
る
作
業
部
会
」を
設
置
す
る

こ
と
が
提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。

な
お
、
基
本
的
な
方
針
や
最
終
的

な
決
定
は
本
委
員
会
で
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
の
実
務

負
担
な
ど
も
考
慮
で
き
る
よ
う
、
す

で
に
任
意
適
用
し
て
い
る
企
業
か
ら

も
委
員
に
加
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

企
業
結
合（
ス
テ
ッ
プ
２
）

公
開
草
案
か
ら
の
変
更
点
を
中
心

に
、
企
業
結
合
会
計
基
準
・
連
結

会
計
基
準
の
文
案
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
た
。
企
業
結
合
専
門
委
の

ニ
ュ
ー
ス
記
事
で
触
れ
た
以
外
の
事

項
と
し
て
、
連
結
会
計
基
準
の
結
論

の
背
景
に
お
い
て
、
今
回
の
改
正
は

「
い
わ
ゆ
る
経
済
的
単
一
体
説
へ
の

移
行
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
」

旨
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。

去
る
７
月
５
日
、
公
認
会
計
士
・

監
査
審
査
会（
以
下
、「
審
査
会
」と
い

う
）は
、
平
成
25
年
度
版
の「
監
査
事

務
所
検
査
結
果
事
例
集
」を
公
表
し

た
。審

査
会
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
監

査
の
品
質
を
高
め
、
公
共
の
利
益
を

確
保
し
、
投
資
者
保
護
に
資
す
る
観

点
か
ら
、
監
査
事
務
所
に
対
す
る
検

査
を
実
施
し
、
監
査
の
品
質
管
理
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
多
岐
に
わ

た
り
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
な
か
、
審
査
会
は
、
監
査
事
務
所

に
よ
る「
監
査
の
品
質
の
維
持
・
向

上
に
向
け
た
自
主
的
な
取
組
の
促

進
」と
い
う
観
点
か
ら
、
平
成
20
年

２
月
以
降
、
直
近
の
検
査
で
確
認
さ

れ
た
指
摘
事
例
等
を
事
例
集
と
し
て
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国
際
会
計

「
財
務
報
告
に
関
す
る
概
念
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
レ
ビ
ュ
ー
」、Ｄ
Ｐ
公
表

─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

制
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
別
に
項

目
を
立
て
て
紹
介
。
各
項
目
に
お

い
て「
検
査
に
お
け
る
着
眼
点
」等

を
記
載
し
た
ほ
か
、
指
摘
事
例
の

内
容
等
に
応
じ
て
、
指
摘
事
例
の

紹
介
に
加
え
て
、「
監
査
手
続
を
実

施
す
る
際
の
留
意
点
」を
付
記
。

審
査
会
と
し
て
は
、
各
監
査
事
務

所
に
お
い
て
、
本
事
例
集
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
指
摘
事
例
や
そ
の
発
生
原

因
等
を
参
考
と
し
て
、
自
ら
の
監
査

事
務
所
に
お
け
る
品
質
管
理
の
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
と
も

に
、
品
質
管
理
の
シ
ス
テ
ム
に
不
備

事
項
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
不
備
事
項
の
改
善
に
留
ま
ら
ず
、

そ
の
根
本
的
な
発
生
原
因
を
究
明

し
、
当
該
発
生
原
因
の
改
善
に
取
り

組
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
、
被
監
査
会
社
の
監
査
役
等

に
お
か
れ
て
は
、
本
事
例
集
を
十
分

に
活
用
し
、
監
査
人
に
お
け
る
品
質

管
理
の
状
況
お
よ
び
品
質
管
理
レ

ビ
ュ
ー
や
審
査
会
検
査
の
結
果
等
に

つ
い
て
積
極
的
に
質
問
す
る
な
ど
し

て
、
監
査
人
と
の
連
携
を
推
進
す
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

本
事
例
集
は
、
審
査
会
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の「
検
査
結
果
等
の
取
り
ま
と

め
」か
ら
、「「
監
査
事
務
所
検
査
結
果

事
例
集
」の
公
表
に
つ
い
て（
平
成
25

年
７
月
５
日
）」に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
に
よ
り
、
参
照
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

去
る
７
月
18
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー（
以

下
、「
Ｄ
Ｐ
」と
い
う
）「
財
務
報
告
に

関
す
る
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
レ

ビ
ュ
ー
」を
公
表
し
た
。

概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
改
訂
に

つ
い
て
は
、
２
０
０
４
年
か
ら
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
共
同
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
作
業
を
行
っ
て
き

た
が
、
２
０
１
０
年
に
他
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
優
先
す
る
た
め
に
い
っ

た
ん
そ
の
作
業
を
中
断
し
た
。
し
か

し
、
２
０
１
１
年
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
協

議
で
、
そ
の
回
答
者
の
多
く
が
概
念

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
改
訂
が
優
先
す

べ
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
回
答

し
、
そ
れ
を
受
け
て
２
０
１
２
年
９

月
よ
り
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
単
独
で
改
訂
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
再
開
し
た
。
た
だ
し
、

概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
全
面
的
な

改
訂
で
は
な
く
、
既
存
の
概
念
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
更
新
、
改
善
お
よ

び
空
白
と
な
っ
て
い
る
項
目（
た
と

え
ば
、
表
示
お
よ
び
開
示
）の
策
定

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
の
Ｄ
Ｐ
の
公
表
は
、
改
訂
さ
れ

た
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
公
表
す

る
う
え
で
の
最
初
の
一
歩
で
あ
り
、

Ｄ
Ｐ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
提
出
期

限
は
２
０
１
４
年
１
月
14
日
と
な
っ

て
い
る
。
提
出
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
が

検
討
さ
れ
た
後
、
公
開
草
案
が
公
表

さ
れ
、
最
終
化
さ
れ
た
概
念
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
公
表
は
２
０
１
５
年
末

を
予
定
し
て
い
る
。

こ
の
Ｄ
Ｐ
は
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
改
訂
さ

れ
た
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
公
開

草
案
を
作
成
す
る
う
え
で
、
特
に
検

討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
重
要
な
論
点

に
関
す
る
最
初
の
意
見
と
コ
メ
ン
ト

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
お

り
、
以
下
の
項
目
を
含
ん
で
い
る
。

①　
資
産
お
よ
び
負
債
の
定
義

・
資
産
は
、
過
去
の
事
象
の
結
果
と
し

て
企
業
が
支
配
す
る
現
在
の
経
済

的
資
源
で
あ
る
。

・
負
債
は
、
過
去
の
事
象
の
結
果
と
し

て
経
済
的
資
源
を
移
転
す
る
企
業

の
現
在
の
義
務
で
あ
る
。

②　
認
識
お
よ
び
認
識
の
中
止

・
当
該
資
産
お
よ
び
負
債
の
認
識
が
、

目
的
適
合
性
が
な
い
か
、
コ
ス
ト

を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
な
目
的

適
合
性
の
あ
る
情
報
が
利
用
者
に

提
供
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
資
産

お
よ
び
負
債
の
測
定
に
よ
り
当
該

資
産
お
よ
び
負
債
と
そ
の
結
果
と

し
て
の
収
益
お
よ
び
費
用
の
両
方

の
十
分
か
つ
忠
実
な
表
示
と
な
ら

な
い
と
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
決
定
し
な
い

限
り
は
、
す
べ
て
の
資
産
お
よ
び

負
債
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

・
現
行
の
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
は

認
識
の
中
止
は
取
り
扱
わ
れ
て
い

な
い
が
、
認
識
の
基
準
の
要
件
を

満
た
さ
な
く
な
っ
た
時
点
で
認
識

の
中
止
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

③　
資
本
と
負
債
と
の
区
別

・
資
本
の
定
義
に
つ
い
て
は
変
更
せ

ず
、
負
債
の
定
義
は
経
済
的
資
源

を
引
き
渡
す
義
務
を
企
業
が
有
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
着
目
す
る
。

④　
測　
定

・
１
つ
の
測
定
の
基
礎
だ
け
で
な
く
、

財
務
諸
表
に
お
い
て
目
的
適
合
性

の
高
い
情
報
と
な
る
よ
う
に
す
べ

て
の
資
産
お
よ
び
負
債
に
つ
い
て
、

適
切
な
測
定
の
基
礎
を
選
択
す
べ

き
で
あ
る
。

⑤　
表
示
お
よ
び
開
示

・
現
行
の
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
は

表
示
お
よ
び
開
示
の
セ
ク
シ
ョ
ン

を
設
け
て
お
ら
ず
、
今
後
の
開
示

規
定
の
検
討
を
可
能
と
す
る
概
念

の
開
発
に
取
り
組
む
。

⑥　
そ
の
他
の
包
括
利
益

・
収
益
お
よ
び
費
用
項
目
に
つ
い
て
、

純
損
益
あ
る
い
は
純
損
益
に
組
替

調
整
さ
れ
る
ま
た
は
さ
れ
な
い
そ

の
他
の
包
括
利
益
い
ず
れ
に
認
識

す
べ
き
か
を
決
定
す
る
う
え
で
の

原
則
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

取
り
ま
と
め
、公
表
し
て
き
て
い
る
。

昨
年
度
公
表
の
事
例
集
に
お
い
て

は
、「
監
査
の
品
質
の
維
持･

向
上
に

向
け
た
自
主
的
な
取
組
の
促
進
」に

加
え
て
、「
審
査
会
と
し
て
の
期
待
水

準
の
提
示
」お
よ
び「
上
場
会
社
等
の

取
締
役
・
監
査
役
や
一
般
投
資
家
等

の
市
場
関
係
者
に
対
す
る
参
考
情
報

の
提
供
」と
い
う
観
点
か
ら
、
構
成

の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。
本
年
度

に
お
い
て
も
、
昨
年
度
公
表
の
事
例

集
の
構
成
を
維
持
し
、
品
質
管
理
編

と
個
別
監
査
業
務
編
と
に
分
け
た
う

え
で
、
次
の
記
載
を
行
っ
て
い
る
。

・
品
質
管
理
編
で
は
、
品
質
管
理
に
関

す
る
項
目
ご
と
に
、「
検
査
に
お
け

る
着
眼
点
」、「
検
査
結
果
の
概
要
」

（
指
摘
事
例
お
よ
び
そ
の
発
生
原
因

な
ら
び
に
監
査
事
務
所
に
お
け
る

品
質
管
理
に
係
る
取
組
み
と
し
て

評
価
で
き
る
事
例
の
概
要
）、「
監
査

事
務
所
に
求
め
ら
れ
る
対
応
」等
を

記
載
し
た
う
え
で
、
指
摘
事
例
の

内
容
を
具
体
的
に
紹
介
。

・
個
別
監
査
業
務
編
で
は
、
新
起
草
方

針
に
基
づ
く
監
査
基
準
委
員
会
報

告
書
の
体
系
に
準
じ
た
構
成
に
す

る
と
と
も
に
、
特
に
不
備
が
集
中

し
て
み
ら
れ
る
会
計
上
の
見
積
り

の
監
査
、
業
種
と
し
て
特
徴
の
あ

る
金
融
機
関
の
監
査
、
今
後
の
対

応
が
注
目
さ
れ
る
財
務
諸
表
監
査

に
お
け
る
不
正
、
お
よ
び
財
務
諸

表
監
査
と
は
異
な
る
基
準
が
適
用

さ
れ
る
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
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未
認
識
の
税
務
上
の
恩
典
の
表
示
に

関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

Ａ
Ｓ
Ｕ
案「
サ
ー
ビ
ス
委
譲
契
約
」、

公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

連
結
さ
れ
た
担
保
付
金
融
企
業
に
関

す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
７
月
18
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
１
３
―
11「
法
人
税（
ト
ピ
ッ

ク
740
）
―
繰
越
欠
損
金
純
額
、
類
似

の
欠
損
金
ま
た
は
繰
越
税
額
控
除

が
存
在
す
る
場
合
の
未
認
識
の
税

務
上
の
恩
典（unrecognized tax 

benefit

）の
表
示
」を
公
表
し
た
。

公
表
の
経
緯
と
現
行
の
規
定

米
国
基
準
で
は
、
企
業
に
税
務
上

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
評
価
を
要
求
し
て

お
り
、
評
価
の
結
果
、
未
認
識
の
税

務
上
の
恩
典
が
生
じ
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
繰
越
欠
損
金
純
額
ま

た
は
繰
越
税
額
控
除
が
存
在
す
る
場

合
の
未
認
識
の
税
務
上
の
恩
典
の
表

示
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
ガ
イ
ダ
ン

ス
が
な
い
た
め
、
実
務
上
で
多
用
性

が
あ
り
、あ
る
企
業
は
負
債
と
し
て
、

あ
る
企
業
は
繰
延
税
金
資
産
の
減
額

と
し
て
表
示
し
て
い
る
。
本
Ａ
Ｓ
Ｕ

で
は
、
実
務
上
の
多
様
性
を
な
く
す

た
め
に
、
当
該
未
認
識
の
税
務
上
の

恩
典
の
表
示
を
明
確
に
し
て
い
る
。

現
行
で
は
、「
負
債
と
し
て
表
示
さ

れ
る
未
認
識
の
税
務
上
の
恩
典
は
、

区
分
式
の
財
政
状
態
計
算
書
で
は
１

年
内
に（
ま
た
は
営
業
サ
イ
ク
ル
内

（
１
年
を
超
え
る
場
合
）に
）現
金
の

支
払（
ま
た
は
受
取
り
）を
予
想
し
て

い
る
範
囲
で
、
流
動
負
債（
繰
越
欠

損
金
純
額
ま
た
は
未
収
税
金
の
減

額
）と
し
て
表
示
す
る
が
、
将
来
加

算
一
時
差
異
か
ら
生
じ
な
い
限
り
、

繰
延
税
金
負
債
と
し
て
表
示
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。」と
規
定
さ
れ
て
い

る
。本

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
概
要

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
現
行
の
取
扱
い
に
、

以
下
を
追
加
し
て
い
る
。

未
認
識
の
税
務
上
の
恩
典
は
、
原

則
、
財
政
状
態
計
算
書
で
は
繰
越
欠

損
金
純
額
、
類
似
の
欠
損
金
ま
た
は

繰
越
税
額
控
除
の
繰
延
税
金
資
産
の

減
額
と
し
て
表
示
す
る
。
一
方
、
報

告
日
現
在
の
繰
越
欠
損
金
純
額
ま
た

は
税
額
控
除
が
、
そ
の
法
域
の
税
法

で
は
、
税
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
追
加
の

税
額
の
決
済
に
利
用
で
き
な
い
場

合
、
ま
た
は
そ
の
法
域
の
税
法
が
企

業
に
繰
延
税
金
資
産
の
使
用
を
要
求

せ
ず
、
会
社
も
使
用
の
意
図
が
な
い

場
合
は
、
税
務
上
の
恩
典
は
負
債
と

し
て
表
示
さ
れ
、
繰
延
税
金
資
産
と

ネ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

繰
延
税
金
資
産
が
利
用
可
能
か
ど

う
か
の
評
価
は
、
報
告
日
に
存
在
し

て
い
る
未
認
識
の
税
務
上
の
恩
典
と

繰
延
税
金
資
産
を
基
礎
に
し
て
、
報

告
日
現
在
の
税
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
を
仮
定
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、追
加
の
開
示
要
求
は
な
い
。

適
用
関
係
等

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
１
３
年
12

月
16
日
以
降
開
始
す
る
年
度
お
よ
び

期
中
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
、
早
期
適

用
は
認
め
ら
れ
る
。
適
用
日
か
ら
将

来
に
わ
た
っ
て
の
適
用
が
原
則
だ

が
、
遡
及
適
用
も
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
は
未
認
識
の

税
務
上
の
恩
典
に
関
す
る
明
確
な
規

定
は
な
い
。

去
る
７
月
19
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は

会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ

Ｕ
）の
公
開
草
案「
連
結（
ト
ピ
ッ
ク

810
）
―
連
結
さ
れ
た
担
保
付
金
融
企

業（collateralized financing 
entity

）の
金
融
負
債
の
測
定
」を
公

表
し
た
。

概　
要　

ト
ピ
ッ
ク
810
で
は
報
告
企
業
が
主

た
る
受
益
者
で
あ
る
変
動
持
分
事
業

体（variable interest entity

（
Ｖ

Ｉ
Ｅ
））の
連
結
を
要
求
し
て
お
り
、

金
融
資
産
を
保
有
し
、
金
融
資
産
の

受
益
持
分
を
発
行
す
る
資
本
が
小
額

の
Ｖ
Ｉ
Ｅ
で
あ
る
担
保
付
金
融
企
業

は
連
結
さ
れ
る
。
発
行
す
る
受
益
持

分
は
、
関
連
す
る
金
融
資
産
に
遡
及

権
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
金
融
負

債
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。

担
保
付
金
融
企
業
の
す
べ
て
の
金

融
資
産
を
公
正
価
値
で
測
定
す
る
こ

と
を
選
択
し
た
ま
た
は
要
求
さ
れ
る

（
担
保
付
金
融
企
業
を
連
結
し
て
い

る
）報
告
企
業
は
、
こ
の
公
開
草
案

き
る
。

報
告
企
業
は
、
前
記
の
計
算
し
た

金
額
を
適
切
な
方
法
で
個
々
の
金
融

負
債
に
配
分
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
報

酬
を
示
す
受
益
持
分
と
担
保
付
金
融

企
業
が
一
時
的
に
所
有
す
る
非
金
融

資
産
は
そ
の
他
の
ト
ピ
ッ
ク
に
従
っ

て
測
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
担
保
付
金

融
企
業
を
連
結
す
る
報
告
企
業
は
、

報
告
企
業
が
公
開
草
案
で
の
前
記
の

測
定
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
使
用
す
る
か

ど
う
か
に
関
係
な
く
、
公
正
価
値
オ

プ
シ
ョ
ン
を
使
用
し
て
金
融
負
債
を

測
定
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
は
担
保
付
金
融
企
業

を
特
定
し
た
規
定
は
な
い
。

適
用
時
期　

公
開
草
案
は
、（
適
用
初
年
度
の
期

首
の
利
益
剰
余
金
の
修
正
と
し
て
累

積
的
影
響
額
を
認
識
す
る
）修
正
遡

及
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
２
０
１
３

年
12
月
16
日
以
降
開
始
す
る
年
度
と

期
中
期
間
に
適
用
さ
れ
る
。

コ
メ
ン
ト
締
切
日

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
３
年
９

月
17
日
で
あ
る
。

去
る
７
月
19
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会
計

基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の
公
開

草
案「
サ
ー
ビ
ス
委
譲
契
約（service 

concession arrangem
ents

）（
ト

に
よ
り
、
担
保
付
金
融
企
業
の
金
融

負
債
を『「
担
保
付
金
融
企
業
が
保
有

す
る
金
融
資
産
の
公
正
価
値
」と「
担

保
付
金
融
企
業
が
保
有
す
る
非
金
融

資
産
の
帳
簿
価
額
の
合
計
」』か
ら

『
報
告
企
業
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
受

益
持
分
に
帰
属
す
る「
担
保
付
金
融

企
業
が
保
有
す
る
金
融
資
産
の
公
正

価
値
」と「
担
保
付
金
融
企
業
が
保
有

す
る
非
金
融
資
産
の
帳
簿
価
額
の
合

計
」と「
報
告
企
業
に
よ
り
提
供
さ
れ

た
サ
ー
ビ
ス
の
報
酬
を
示
す
受
益
持

分
の
帳
簿
価
額
の
合
計
」』を
控
除
し

た
金
額
で
測
定
す
る
こ
と
を
選
択
で

ピ
ッ
ク
853
）」を
公
表
し
た
。

現
行
の
米
国
基
準
に
は
、
サ
ー
ビ

ス
委
譲
契
約
の
会
計
処
理
を
規
定
し

た
も
の
が
な
く
、
そ
の
た
め
、
サ
ー
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債
務
再
編
で
の
担
保
付
貸
付
金
に
関

す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

ス
と
し
て
会
計
処
理
で
き
ず
、
サ
ー

ビ
ス
委
譲
契
約
の
さ
ま
ざ
ま
な
内
容

を
会
計
処
理
す
る
た
め
に
は
、
適
切

な
そ
の
他
の
関
連
す
る
ト
ピ
ッ
ク
を

参
照
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
営

業
者
は
、
サ
ー
ビ
ス
委
譲
契
約
で

使
用
さ
れ
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
を
有
形
固
定
資
産
と
し
て
認

識
で
き
な
い
。

適
用
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
委
譲

契
約
の
範
囲
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
委
譲

契
約
が
リ
ー
ス
で
は
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
公
開
草
案
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
12
号「
サ
ー
ビ
ス
委
譲

契
約
」と
整
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
12
号
は
、
営
業
者
が
受

領
し
た
対
価
の
会
計
処
理
等
に
つ
い

て
、
公
開
草
案
よ
り
多
く
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

適
用
時
期　

公
開
草
案
は
、
適
用
日
の
期
首
に

存
在
す
る
サ
ー
ビ
ス
委
譲
契
約
に
つ

い
て
、（
適
用
初
年
度
の
期
首
の
利
益

剰
余
金
の
修
正
と
し
て
累
積
的
影

響
額
を
認
識
す
る
）修
正
遡
及
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
が
、
適

用
日
は
未
定
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
締
切
日

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
３
年
９

月
17
日
で
あ
る
。

去
る
７
月
19
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

の
公
開
草
案「
債
権
者
に
よ
る
問
題

の
生
じ
た
債
務
の
再
編（trouble 

debt restructuring

）（
サ
ブ
・

ト
ピ
ッ
ク
310
―
40
）
―
債
務
再
編

で
の
担
保
付
貸
付
金
の
再
分
類

（reclassification

）」を
公
表
し
た
。

問
題
の
生
じ
た
債
務
の
再
編
と

は
、
債
務
者
の
財
政
難
に
関
連
し

て
、
経
済
的
ま
た
は
法
的
な
理
由

か
ら
、
債
権
者
が
債
務
者
へ
譲
歩

（concession

）を
与
え
る
場
合
の
債

務
再
編
で
あ
る
。

経　
緯　

近
年
、
米
国
で
は
、
特
に
銀
行
で

住
居
用
不
動
産
の
担
保
が
増
加
し
て

お
り
、
問
題
の
生
じ
た
債
務
の
再
編

に
関
連
し
て
い
る
。
問
題
の
生
じ

た
債
務
の
再
編
で
は
、
債
権
者
は
、

実
質
的
な（in substance

）再
取
得

（repossession
）ま
た
は
物
的
担
保

の
行
使（foreclosure
）が
あ
る
場

合
に
は
、
公
式
の
物
的
担
保
の
行
使

が
さ
れ
な
く
て
も
、
債
権
者
は
担
保

資
産
の
物
的
な
所
有
を
得
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
使
用
さ
れ
て
い
る

「
実
質
的
な
再
取
得
ま
た
は
物
的
担

保
の
行
使
」、「
物
的
な
所
有
」と
い
う

用
語
が
明
確
で
な
い
た
め
、
実
務
上

の
多
様
性
が
存
在
し
て
い
る
。

概　
要

こ
の
公
開
草
案
は
、
住
居
用
不
動

産
が
担
保
と
な
っ
て
い
る
貸
付
金
に

関
連
し
て
、
い
つ
実
質
的
な
再
取
得

ま
た
は
物
的
担
保
の
行
使
が
発
生
す

る
の
か
、
い
つ
債
権
者
が
顧
客
の
担

保
付
貸
付
金
の
担
保
と
な
っ
て
い
る

住
居
用
不
動
産
の
物
的
な
所
有
を
獲

得
し
た
と
み
な
さ
れ
る
の
か
に
つ
い

て
規
定
し
て
お
り
、
実
務
上
の
多
様

性
の
排
除
を
目
的
と
し
て
い
る
。

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
た
場
合

に
の
み
、
債
権
者
は
担
保
付
貸
付
金

の
す
べ
て
ま
た
は
一
部
の
認
識
を
中

止
し
、
担
保
と
な
っ
て
い
る
住
居
用

不
動
産
を
認
識
す
る
。

・
債
権
者
に
よ
る
住
居
用
不
動
産
の
法

的
な
所
有
権
の
獲
得

・
法
的
な
所
有
権
を
獲
得
し
て
い
な
い

と
し
て
も
、
貸
付
金
の
弁
済
の
た

め
に
、
借
手
が
住
居
用
不
動
産
の

す
べ
て
の
持
分
を
債
権
者
に
譲
渡

す
る
物
的
担
保
行
使
契
約
ま
た
は

類
似
の
法
的
な
契
約
の
代
わ
り
と

な
る
行
為
の
完
了

ま
た
、
次
の
追
加
の
開
示
が
要
求

さ
れ
る
。

・
各
報
告
期
間
の
物
的
担
保
を
行
使
し

た
資
産
の
期
首
か
ら
期
末
の
増
減

表
・
適
切
な
法
域
の
要
求
に
従
っ
た
物
的

担
保
の
行
使
の
過
程
に
あ
る
住
居

用
不
動
産
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い

る
顧
客
貸
付
金
へ
の
投
資
額

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
規

定
は
な
い
。

適
用
時
期

公
開
草
案
は
、
適
用
日
現
在
の
貸

付
金
と
担
保
に
つ
い
て
、（
適
用
初
年

度
の
期
首
の
利
益
剰
余
金
の
修
正
と

し
て
累
積
的
影
響
額
を
認
識
す
る
）

修
正
遡
及
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
。
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
る

が
、
適
用
日
は
未
定
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
締
切
日

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
３
年
９

月
17
日
で
あ
る
。

ビ
ス
委
譲
契
約
の
条
件
を
基
礎
に
、

リ
ー
ス
の
規
準
を
満
た
す
か
ど
う
か

の
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
委
譲
契
約
は
、「
政
府
な

ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
事
業
体
で
あ
る

委
譲
者（grantor

）」と「
民
間
の
営

業
者（operating entity

）」と
の
間

で
、
営
業
者
が
委
譲
者
の
空
港
、
道

路
、
橋
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
を
運
営
す
る
た
め
に
締
結
さ

れ
た
契
約
で
あ
る
。
営
業
者
は
、
委

譲
者
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

の
建
設
、
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
、
ま
た

は
保
守
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
こ
と
も
あ

る
。適

用
範
囲　

契
約
が
次
の
条
件
の
双
方
を
満
た

す
場
合
、
こ
の
公
開
草
案
の
範
囲
の

サ
ー
ビ
ス
委
譲
契
約
と
な
る
。

・
委
譲
者
が
、
営
業
者
が
イ
ン
フ
ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
通
じ
て
、
サ
ー

ビ
ス
を
誰
に
対
し
て
、
ど
の
価
格

で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

を
支
配
し
て
い
る
、
ま
た
は
修
正

す
る（
ま
た
は
承
認
す
る
）能
力
を

有
す
る
。

・
委
譲
者
が
、
契
約
終
了
時
に
、
所
有

権
、
受
益
権
、
ま
た
は
そ
の
他
の

権
利
を
通
じ
て
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
の
残
余
の
持
分
を
支

配
し
て
い
る
。

会
計
処
理

前
記
の
公
開
草
案
の
範
囲
の
サ
ー

ビ
ス
委
譲
契
約
に
つ
い
て
は
、
リ
ー

金
　
融

安
倍
政
権
の
経
済
運
営
に
影
を
落

と
す
消
費
税
率
引
上
げ

７
月
21
日
に
実
施
さ
れ
た
参
院
選

の
結
果
、
自
民
党
が
改
選
34
議
席

を
過
去
最
多
の
65
議
席
に
ま
で
増

や
し
、
公
明
党
と
合
わ
せ
た
与
党
議
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安
倍
政
権
が
長
期
安
定
す
る
条

件
と
は
？

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号
2013年
7月12日

監査・保証実務委員会研究報告第28号
「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する
監査上の留意事項について」

JICPA
監査人として、監査業務の受嘱、監査計画の策定と監査手続
の実施等において監査上留意すべき事項を取りまとめ、実務
上の適切な対応に資するもの。

2013年8
月10日号
別冊付録

2013年
7月22日

経営研究調査会研究報告第32号
「企業価値評価ガイドライン」の改正について JICPA

評価業務の性格の明確化・周知、評価業務に際して提供さ
れた情報の有用性および利用可能性の検討・分析における
注意喚起の充実等のために改正されたもの。

―

2013年
7月19日

ASU2013-10
「デリバティブとヘッジ（トピック815）─ヘッジ
会計の目的のためのベンチマーク金利として
Fed Funds Effective Swap Rateの追加」

FASB
国際金融危機以後、Fed Funds Effective Swap Rate の
変動をヘッジすることが増えているため、これを追加するも
の。2013年7月17日以後の適格なヘッジ関係に将来にわ
たって適用される。

2013年3月
10日号情報
フラッシュ

2013年
7月25日

消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン
（案）に関するパブリックコメント手続の開始
について

公正取引委員
会、消費者庁、

財務省

法運用の透明性の確保や事業者の予見可能性を高めること
等を目的として作成されるもの。各省庁から計4つの案が示
されている。コメント期限は、2013年8月23日まで。

―

費
税
増
税
問
題
も
焦
点
と
な
る
。
安

倍
首
相
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
浜
田
宏

一
内
閣
官
房
参
与
は
、
来
年
４
月
の

消
費
税
率
８
％
へ
の
引
上
げ
に
つ
い

て
、「
極
め
て
慎
重
に
判
断
す
べ
き

だ
」と
述
べ
、
消
極
的
な
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。消
費
税
率
の
引
上
げ
は
、

財
政
再
建
路
線
を
内
外
に
示
す
目
的

で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば

財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
の
道
を
開
く

「
大
胆
な
金
融
政
策
」・「
機
動
的
な

財
政
政
策
」は
不
要
だ
し
、「
機
動
的

な
財
政
政
策
」自
体
が
赤
字
財
政
政

策
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
ブ
レ
ー
キ

を
か
け
て
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
込
ん
で

い
る
状
況
で
、整
合
性
が
取
れ
な
い
。

安
倍
政
権
の
経
済
運
営
上
、
こ
の
消

費
税
問
題
が
ア
キ
レ
ス
腱
と
な
り
そ

う
だ
。

参
議
院
選
挙
は
予
想
ど
お
り
自
民

党
、
公
明
党
と
い
う
政
権
与
党
の
圧

勝
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
衆
参
ね
じ
れ

現
象
は
解
消
し
た
。
安
倍
首
相
は
そ

の
政
策
を
思
う
よ
う
に
実
行
す
る
基

盤
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

次
の
国
政
選
挙
ま
で
３
年
間
の
猶
予

期
間
と
な
り
得
る
た
め
、安
定
政
権
、

長
期
政
権
の
呼
び
声
が
高
ま
る
の
も

当
然
で
あ
る
。
首
相
は
安
定
政
権
の

も
と
で
日
本
復
活
の
大
事
業
に
成
功

し
、
大
宰
相
の
名
を
残
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
？

と
こ
ろ
が
、
他
方
で
自
民
党
の
大

幅
な
議
席
増
加
が
安
定
政
権
に
つ
な

が
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
見
方
が

与
党
内
外
を
問
わ
ず
台
頭
し
て
き
た

よ
う
だ
。
与
党
内
部
に
は
多
様
な
議

員
が
存
在
し
て
お
り
、
政
策
に
よ
っ

て
は
安
倍
首
相
の
足
を
引
っ
張
る
懸

念
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。ま

ず
Ｔ
Ｐ
Ｐ（
環
太
平
洋
経
済
連

携
協
定
）で
あ
る
。
安
倍
政
権
が
参

加
を
決
定
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
対
し
て
野

党
だ
け
で
な
く
、
与
党
内
部
に
も
反

対
が
多
い
。
む
し
ろ
反
対
派
の
ほ
う

が
多
数
で
は
な
い
か
。選
挙
期
間
中
、

与
党
は
議
論
を
封
じ
て
き
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

ま
た
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
最
終

決
定
も
難
問
で
あ
る
。
来
年
４
月
か

ら
予
定
ど
お
り
引
き
上
げ
る
か
ど
う

か
、
10
月
に
も
決
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
準
備
期
間
と
し
て
半
年
は

必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ

消
費
税
率
の
引
上
げ
も
延
期
論
が
じ

わ
じ
わ
と
強
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

経
済
問
題
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
不

安
が
あ
る
の
に
、
憲
法
改
正
や
強
硬

外
交
な
ど
議
論
の
多
い
政
治
問
題
に

対
し
て
安
倍
色
を
貫
こ
う
と
す
る

と
、
た
ち
ま
ち
国
論
の
深
刻
な
分
裂

を
招
き
、
政
権
の
安
定
な
ど
、
あ
っ

と
い
う
間
に
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。首
相
側
近
に
は
ま
だ
当
分
の
間
、

経
済
に
専
念
し
、
余
計
な
こ
と
に
頭

を
使
う
な
、
と
い
う
助
言
が
あ
る
と

い
う
。
賢
明
な
判
断
で
あ
る
。

最
近
の
実
体
景
気
は
順
調
な
回
復

を
示
唆
す
る
も
の
が
増
え
て
い
る
。

政
府
や
日
銀
の
景
気
判
断
は
上
方
修

正
が
相
次
い
で
い
る
。
で
き
す
ぎ
で

は
な
い
か
と
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
出
口
戦
略
は

一
進
一
退
の
感
が
あ
る
。
景
気
回
復

力
と
Ｑ
Ｅ
３
の
縮
小
決
断
の
時
期
と

が
綱
引
き
状
態
を
続
け
、
ま
だ
決
着

が
着
い
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
く
れ

ば
、
も
う
サ
プ
ラ
イ
ズ
は
な
い
だ
ろ

う
が
、
や
は
り
不
安
は
残
る
。
特
に

新
興
国
は
こ
れ
ま
で
過
剰
に
ド
ル
に

撹
乱
さ
れ
る
こ
と
に
不
平
不
満
を
も

ら
し
て
き
た
が
、
こ
こ
へ
き
て
ド
ル

縮
小
に
よ
る
市
場
の
混
乱
を
恐
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
点
へ
の

警
戒
が
必
要
だ
ろ
う
。

た
だ
、
１
ド
ル
＝
１
０
０
円
程
度

の
円
相
場
が
維
持
さ
れ
て
お
れ
ば
、

企
業
収
益
は
盤
石
と
い
え
る
よ
う
な

の
で
、
現
在
は
最
小
限
、
為
替
の
動

向
に
だ
け
は
注
意
を
、
と
い
う
局
面

で
あ
ろ
う
。

席
で
は
非
改
選
の
59
議
席
と
合
わ

せ
て
過
半
数
１
２
２
議
席
を
上
回
る

１
３
５
議
席
を
獲
得
し
、
自
民
党
の

圧
勝
と
な
っ
た
。

２
０
１
６
年
夏
に
予
定
さ
れ
る
次

回
の
参
院
選
、
そ
し
て
解
散
が
な
い

と
仮
定
す
れ
ば
現
衆
議
院
議
員
の
任

期
満
了
と
な
る
２
０
１
６
年
末
が
あ

ら
か
じ
め
み
え
て
い
る
国
政
選
挙
で

あ
り
、安
倍
政
権
は
向
こ
う
３
年
間
、

予
定
さ
れ
た
選
挙
絡
み
の
政
局
の
混

乱
と
は
無
縁
と
な
る
。
で
は
、
衆
参

両
院
で
多
数
派
を
得
た
安
倍
政
権
の

経
済
運
営
を
脅
か
す
リ
ス
ク
が
あ
る

と
す
れ
ば
何
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
第
３
の

矢
と
い
わ
れ
て
い
る
成
長
戦
略
が
成

功
す
る
か
否
か
に
注
目
す
る
向
き
が

多
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
結
果
が
ど

う
で
あ
ろ
う
と
安
倍
政
権
の
経
済
戦

略
全
体
の
評
価
に
は
影
響
し
な
い
だ

ろ
う
。
成
長
戦
略
以
外
の「
大
胆
な

金
融
政
策
」・「
機
動
的
な
財
政
政
策
」

に
つ
い
て
も
、
直
前
の
民
主
党
政
権

と
比
べ
れ
ば
、
成
長
戦
略
そ
の
も
の

が
な
く
、
あ
え
て
い
え
ば
所
得
再
分

配
政
策
し
か
な
か
っ
た
民
主
党
の
政

策
か
ら
は
大
き
く
伸
展
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
大
胆
な
金
融
政
策
」以
外

は
、
こ
れ
ま
で
の
自
民
党
政
権
の
政

策
と
何
ら
代
わ
り
映
え
の
し
な
い
政

策
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
金
融
政

策
こ
そ
安
倍
政
権
の
行
方
を
左
右
す

る
カ
ギ
と
な
る
。

さ
ら
に
前
政
権
の
遺
産
と
も
い

え
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
矛
盾
す
る
消


